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利用者         様（以下「甲」という。）と事業者 医療法人八甲会潮田

病院介護医療院 （以下「乙」という。）とは、乙が運営する（介護予防）短期入所療

養介護事業所 （以下「施設」という。）の（介護予防）短期入所療養介護サービスの

利用に関して次のとおり契約を結びます。  

 

（目 的）  

第１条 施設の医師、看護師、その他の職員（以下「職員」という。）が要介護状態

（介護予防にあっては要支援状態）にある利用者に対し、常に人格を尊重し、

利用者の立場に立った適正な指定短期入所療養介護・介護予防短期入所療養

介護を提供することを目的とします。 

 

２   乙は、（介護予防）短期入所療養介護サービスの提供にあたっては、甲の要

介護状態区分及び甲の被保険者証に記載された認定審査会意見に従います。  

 

（契約期間）  

第２条  この契約書の契約期間は、    年  月  日から     年  月  日

(現在の被保険者証の認定有効期間)までとします。但し、上記の契約期間の満

了日前に、甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護（支援）認定有効

期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護（支援）認定有効期間の

満了日までとします。  

 

２   前項の契約期間の満了日の７日前までに甲から更新拒絶の意思表示がない

場合は、この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準

じて更新されるものとします。  

 

３   本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満

了日の翌日から更新後の要介護（支援）認定有効期間の満了日までとします。  

 

（運営規程の概要）  

第３条  乙の運営規程の概要（事業の目的、職員の体制、サービスの内容等）、職員

の勤務の体制等は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。  

 

（（介護予防）短期入所療養介護計画の作成・変更）  

第４条  乙は、甲が相当期間以上継続して入所する場合には、甲の心身の状況及び病

状、置かれている環境等の評価並びに医師の診断に基づき、サービス提供の開

始前から終了後までの甲が利用するサービスの継続性に配慮して、速やかに

(介護予防)短期入所療養介護計画を作成します。  

 

２   （介護予防）短期入所療養介護計画には、施設で提供するサービスの目標や

目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。 

  

３   （介護予防）短期入所療養介護計画は、居宅サービス計画（要支援の利用者

においては介護予防サービス計画）が作成されている場合は、その内容に沿っ

て作成します。  

 

４   乙は、次のいずれかに該当する場合には、第１条に規定する（介護予防）短
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期入所療養介護サービスの目的に従い、（介護予防）短期入所療養介護計画の

変更を行います。  

一 甲の心身の状況等の変化により、当該（介護予防）短期入所療養介護計画を

変更する必要がある場合  

二 甲が（介護予防）短期入所療養介護計画の変更を希望する場合  

 

５   乙は、前項に定める（介護予防）短期入所療養介護計画の変更を行う際には、

甲及びその後見人又は家族に対し説明し、その同意を得るものとします。  

 

（（介護予防）短期入所療養介護サービスの内容及びその提供）  

第５条  乙は、前条により作成された（介護予防）短期入所療養介護計画に基づき、

甲に対し（介護予防）短期入所療養介護サービスを提供します。ただし、（介

護予防）短期入所療養介護計画を作成する必要がない場合は、乙は、甲の要介

護状態の軽減もしくは悪化防止のために甲の心身の状況等に配慮し、適切な

（介護予防）短期入所療養介護サービスを提供します。各種サービスの内容は、

別紙重要事項説明書に記載したとおりです。 

  

２   乙は、甲の（介護予防）短期入所療養介護サービスの提供に関する記録を整

備し、その完結の日から５年間保存しなければなりません。  

  

３   甲及びその後見人（後見人がいない場合は、甲の家族）は、必要がある場合

は、乙に対し前項の記録の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。

ただし、この閲覧及び謄写は、乙の業務に支障のない時間に行うこととします。  

 

（（介護予防）短期入所療養介護サービスの利用）  

第６条  甲は、乙が提供する（介護予防）短期入所療養介護サービスの利用にあたっ

ては、利用を希望 する期間の初日の１カ月前から、乙に対して利用する期間

を明示して申し込むことができます。 

  

２   前項の申し込みに対して、乙は正当な理由がない限り、甲の利用を拒めませ

ん。  

 

３   乙は、自ら適切な（介護）短期入所療養介護サービスを提供することが困難

な場合は、甲の利用する居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の（介護予防）

指定短期入所療養介護事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じます。  

 

（身体的拘束その他の行動制限）  

第７条  乙は、甲又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、甲に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行

動を制限しません。 

  

２   乙が甲に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行動を制

限する場合は、甲に対し事前に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間につ

いて十分説明します。また、この場合乙は、事前又は事後速やかに、甲の後見

人又は甲の家族に対し、甲に対する行動制限の根拠、内容、見込まれる期間に

ついて十分説明します。  
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３   乙が甲に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により甲の行動を制

限した場合には、第５条第２項の(介護予防)短期入所療養介護サービスの提供

に関する記録に次の事項を記載します。  

一 甲に対する行動制限を決定した者の氏名、行動制限の根拠、内容、見込まれ

る期間及び実施された期間  

二 前項に基づく甲に対する説明の時期及び内容、その際のやりとりの概要  

三 前項に基づく甲の後見人又は甲の家族に対する説明の時期及び内容、その際

のやりとりの概要 

  

（協力義務）  

第８条  甲は、乙が甲のため（介護予防）短期入所療養介護サービスを提供するにあ

たり、可能な限り 乙に協力しなければなりません。  

 

（苦情対応）  

第９条  乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した（介護

予防）短期入所療養介護サービスについて甲、甲の後見人又は甲の家族から苦

情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。 

  

２   乙は、甲、甲の後見人又は甲の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由と

して不利益な取扱いをすることはできません。 

  

（診療の方針）  

第１０条  乙は、配置の医師及び看護職員に常に甲の健康状態に注意させ、必要に応

じて適切な診療・指導を行うよう誠意を持って指導します。  

 

２    乙は、甲に病状の急変が生じた場合等により、自ら必要な医療を提供する

ことが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について

適切な対応を講じます。  

 

（費用）  

第１１条  乙が提供する（介護予防）短期入所療養介護サービスの要介護状態区分毎

の利用料及びその他の費用は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。  

 

２    甲は、サービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定され

た利用者負担額を乙に支払います。 

  

３    乙は、提供する（介護予防）短期入所療養介護サービスのうち、介護保険

の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料

金を説明し、甲の同意を得ます。 

  

４    乙は、甲が正当な理由もなく（介護予防）短期入所療養介護サービスの利

用をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じて、別紙重要事項説

明書に記載したキャンセル料の支払いを求めることができます。  

 

５    乙は、（介護予防）短期入所療養介護サービスの要介護状態区分毎の利用

料及びその他の費用の額を変更しようとする場合は、１カ月前までに甲に対
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し文書により通知し、変更の申し出を行います。  

 

６    乙は、前項に定める料金の変更を行う場合には、新たな料金に基づく重要

事項説明書を添付した利用サービス変更合意書を交わします。  

 

（利用者負担額の滞納）  

第１２条  甲が正当な理由なく乙に支払うべき利用者負担額を滞納した場合におい

て、乙が甲に対して２週間以内に滞納額を支払うように催告したにもかかわ

らず、全額の支払いがないとき、乙は全額の支払いがあるまでの次回の利用

をお断りすることがあります。  

 

（秘密保持）  

第１３条  乙及びその職員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及びそ

の後見人又は家族の秘密を漏らしません。  

 

２    乙及びその職員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又

は家族に関する個人情報を用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又

は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。  

 

（甲の解除権）  

第１４条 甲は、現に（介護予防）短期入所療養介護サービスを利用中でない限り、

いつでもこの契約を解除することができます。 

  

２    甲は、現に（介護予防）短期入所療養介護サービスを利用中であっても、

乙に債務不履行、不法行為の事由がある場合、即時にこの契約を解除するこ

とができます。  

 

（乙の解除権）  

第１５条  乙は、甲が次の各号に該当する場合は、２週間以上の予告期間をもって、

この契約を解除することができます。  

一 第１２条の利用停止にもかかわらず、滞納額全額の支払いがない場合。  

二 甲が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性が極めて高く、乙

において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。  

三 甲が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがな

いとき。 

四 ハラスメント行為があったとき。 

 

２    乙は、甲が次の各号に該当する場合において、事態の回復が見込めないと

きは、即時にこの契約を解除することができます。  

一 甲が伝染性疾患により他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすお

それがある場合。  

二 甲の行動が、他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、

乙において十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。 

  

３    乙は、前二項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって甲の居

宅サービス計画（要支援においては介護予防サービス計画）を作成した居宅
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介護支援事業者や公的機関等と協議し、必要な援助を行います。 

  

（契約の終了）  

第１６条  次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものと

します。  

一 甲が、要介護（支援）認定を受けられなかったとき  

二 第２条１項及び２項により、契約期間満了日の７日前までに甲から更新拒絶

の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。  

三 第１４条に基づき、甲が契約を解除したとき  

四 第１５条に基づき、乙が契約を解除したとき  

五 甲が、介護保険施設や医療施設等へ入所又は入所等をしたとき  

六 甲が、死亡したとき  

 

（清算）  

第１７条  契約期間中に契約が終了した場合、サービスの未給付分について乙がすで

に受領している利用料があるときは、乙は甲に対し相当額を返還します。  

 

（損害賠償）  

第１８条  乙は、（介護予防）短期入所療養介護サービスの提供にあたって、事故が

発生した場合には、速やかに甲の後見人及び家族に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

  

２    前項において、事故により甲に損害が発生した場合は、乙は速やかにその

損害を賠償します。ただし、乙に故意、過失がない場合はこの限りではあり

ません。 

  

３    前項の場合において、当該事故発生につき甲に重過失がある場合は、損害

賠償の額を減額することができます。  

 

（利用者代理人）  

第１９条  甲は、代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理

して行わせることができます。  

 

２    甲の代理人選任に際して必要がある場合は、乙は成年後見制度や地域福祉

権利擁護事業の内容を説明するものとします。 

 

（合意管轄）  

 第２０条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、奈良地方裁

判所を管轄裁判所とすることに合意します。  

 

（協議事項）  

第２１条  この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、

甲乙の協議により定めます。  

 

この契約の成立を証するため本証２通を作成し、甲乙各署名押印して１通ずつを保有

します。  
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     年     月     日  

 

 

利用者(甲)              住所                 

 

氏名                               印  

 

 

上記代理人                 住所                 

 

氏名                               印  

 

 

 

 

事業者(乙)        住所 奈良県吉野郡吉野町上市２１３５ 

        事業者(法人)名 医療法人 八甲会 

            施設名 医療法人八甲会潮田病院介護医療院 

         (事業所番号) 29Ｂ3500017 

 

           代表者名 理事長 潮 田 悦 男   印  
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〈令和 8年 6月１日現在〉 

 

 

介護予防短期入所介護サービス 

短期入所療養介護サービス 

 

契約書別紙【重要事項説明書】 
 

 

 当施設はご契約者（又はあなたの家族）に対して、短期入所療養介護サービス、介

護予防短期入所療養介護サービスを提供いたします。施設の概要や提供するサービス

の内容、契約上のご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 
 

 

 

 

 

目 次                                             ﾍﾟｰｼﾞ番号 

1. 事業所の概要 

9 2. 事業の目的及び運営方針 

3. 建物の構造・設備の概要 

4. 通常の事業の実施地域及び送迎の実施地域 

10 5. 利用定員 

6. サービスを提供する職員体制及び勤務体制 

7. 提供するサービスの内容及び費用について 11 

8. キャンセル料 
17 

9. 料金の支払時期及び支払方法 

10. 苦情の申立について 

18 

11. 虐待防止に関する事項 

12. 事故・トラブル発生等について 

13. 損害賠償 

14. 非常災害時の対策 

15. ご利用の際にご留意いただく事項 

16. 緊急時の対応方法 
19 

17. 第三者による評価の実施状況 
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1. 事業所の概要 

介護保険事業者番号 29B3500017 

ご利用事業所の名称 

及び管理者の氏名 
医療法人八甲会 潮田病院介護医療院  奥野太嗣 

事業所の所在地・連絡先 
奈良県吉野郡吉野町上市２１３５番地 

電話 0746-32-3202 ＦＡＸ0746-32-1210 

ホームページアドレス http://hakohkai.com 

 

2. 事業の目的及び運営方針 

当施設は、療養を必要とする利用者様に対し施設サービス計画に基づいて、療

養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練そ

の他の必要な医療を行うことにより、利用者様が能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指して、サービスを提供することを目的と

します。 

また施設を運営するにあたり、療養を必要とする要介護・要支援者に対し、常

に人格を尊重し、利用者様の立場に立った専門性のあるサービス提供、地域や家

庭との結び付きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業

者、他の介護保険施設、保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努め、関係法令等を遵守し、事業を実施します。 
 

3. 建物の構造・設備の概要 
（１）建物 

敷 地 600.44㎡ 

 

建物 

 

構造 鉄筋コンクリート地下 1階地上 4階建 

延床面積 1900.91㎡ 

利用定員 60名 

（２）居室 

居室の種類 室 数 面 積 １人当たり面積 

個室（従来型個室） 2室 15.9㎡ 7.95㎡以上 

２人部屋（多床室） 5室 83.4㎡ 8.34㎡以上 

４人部屋（多床室） 12室 354.35㎡ 7.38㎡以上 

（３）主な設備 

設備の種類 室数 面 積 設備の種類 室数 面 積 

機能訓練室 1室 95.51㎡ 
食堂・談話室 

レクレーション室 
1室 64.45㎡ 

言語聴覚室 １室 9.20㎡ 浴室 1室 27.62㎡ 
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4. 通常の事業の実施地域及び送迎の実施地域 

指定短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の通常の事業の実施地域は下記の

地域です。 

 

吉野町の山口、河原屋、津風呂、平尾、峰寺、千股、志賀、滝畑、佐々羅、西谷、上

市、立野、飯貝、丹治、吉野山の下千本、吉野山の中千本、六田、左曽、橋屋、香束、

宮滝、御園、楢井、菜摘 

 

大淀町の畑屋、越部、土田、桧垣本、下渕の下渕新町 1 丁目～3 丁目、下渕岡崎 1 丁

目～6丁目、下渕車坂町、下渕つつじヶ丘、岩壺、西増、中増、北六田、北野、新野、

馬佐、比曽 

 

5. 利用定員 

（介護予防）短期入所療養介護サービスの利用定員は、利用者が申込をしている当該日

の介護医療院サービスの定員数（６０名）より当日の入所者数を差し引いた数としま

す。 

 

６．サービスを提供する職員体制及び勤務体制 
施設では、利用者に対して介護医療院サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を

配置しています。 

（１）職員体制 

職 種 
常勤換算後の人数

（人） 
職務内容 

医   師 2人以上 
利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的管理(診療)

を行います。 

薬 剤 師 1人以上 
医師の処方箋に基づき、投薬、注射等の薬剤を調剤するとともに、

薬学的管理指導を行います。 

管理栄養士 1人以上 
利用者の食事の適切な衛生管理を行い、適切な栄養管理と食事の献

立を作成します。 

看護職員 
入所利用者数 6人に 

対し 1 人以上 

利用者の病状、心身の状況等の把握に努め、身体の清潔保持等必要

な看護を行います。 

介護職員 
入所利用者数 4人に 

対し 1 人以上 

看護及び医学的管理下における日常生活上の介護を行うことを基本

とし、必要に応じて看護職員の補助業務を行います。 

介護支援専門員 1人以上 利用者の施設介護サービス計画作成に関する業務を行います。 

理学療法士 

機能回復・維持のためリハビリテーション等を行うに必要な、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士を配置しております 
作業療法士 

言語聴覚士 
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（２）勤務体制 

職種 勤務時間 

医   師 日勤 8:30～17:30 当直 17:30～翌日 8:30 

薬 剤 師・管理栄養士 日勤 8:30～17:30 

看 護 職 員 日勤 8:30～17:30  遅出 10:00～19:00 夜勤 16:30～翌日 9:30 

介 護 職 員 
日勤 8:30～17:30  早出 7:00～16:00     

夜勤 16:30～翌日 9:30 

介護支援専門員 日勤 8:30～17:30 

理 学 療 法 士 ・ 言 語 聴 覚 士 日勤 8:15～18:15 のうち 4～9 時間 

 

7.提供するサービスの内容及び費用について 

（１） 提供するサービスについて 

介護予防短期入所療養介護サービス・短期入所療養介護サービス(共通) 

サービス種別 サービスの内容 

短期入所療養介護計

画（介護予防短期入所

療養介護計画）の作成 

利用者にかかる居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画

（要支援の利用者においては介護予防サービス計画）に基づき、利

用者の意向や、心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に

応じて具体的なサービス内容を定めた短期入所療養介護計画（介護

予防短期入所療養介護計画）を作成します。 

食   事 

食事時間 

朝食 ８時～ 昼食 １２時～ 夕食 １８時～ 

１．利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うとともに食事の自

立についても適切な援助を行います。 

２．一般食、療養食等利用者の健康状態に合わせた献立を作成し調

理し、提供いたします。 

好き嫌いやアレルギーがある方は事前にご相談下さい。 

医療・看護 

診療は適宜行います。 

ただし、当施設では行えない複雑な処置・手術・歯科治療・精神科

治療、当施設にない診療科の治療等が必要な場合は、専門の医療機

関にて治療を受けていただく場合があります。 

機 能 訓 練 

心身の諸機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、医師

の指示のもと、理学療法士、言語聴覚士が必要な訓練を行い、機能

の低下を防ぎます。 

入浴・清拭 週２回の入浴または清拭を行います。 

排泄 
利用者の状況・様態に応じた排泄介助を行います。 

可能な限り排泄の自立についても適切な援助を行います。 

離床・着替え・整容等 

寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

生活のリズムを考え着替えのお手伝いをします。 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助しま

す。 

シーツの交換は、週１回以上行います。寝具の消毒は随時行います。 

レクリエーション等 適宜レクリエーションを行います。 

送迎 ご希望により居宅から施設間の送迎を行います。 

ご相談等 
利用者、ご家族様からのご相談を随時受け付けております。 

ご遠慮なくお声掛けください。 
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（２）提供するサービスの利用料について 

①介護保険給付対象サービスの利用料 

介護保険給付対象サービスの「基本利用料」は以下の通りです。 

利用者様からお支払いいただく「負担金」は、介護保険負担割合証に記載の割合

に応じた額とする。 
 

Ａ－１：基本部分：短期入所療養介護サービスの利用料 
 

多床室 
Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費（Ⅰ） 

要介護１ 8,940円 

要介護２ 10,060円 

要介護３ 12,500円 

要介護４ 13,530円 

要介護５ 14,460円 
 

従来型個室 
Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費（Ⅰ） 

要介護１ 7,780円 

要介護２ 8,930円 

要介護３ 11,360円 

要介護４ 12,400円 

要介護５ 13,330円 
 

Ａ－２：基本部分：介護予防短期入所療養介護サービスの利用料 

多床室 
Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費（Ⅰ） 

要支援１ 6,660円 

要支援２ 8,270円 
 

従来型個室 
Ⅰ型介護医療院短期

入所療養介護費（Ⅰ） 

要支援１ 6,030円 

要支援２ 7,410円 
 

以下の加算項目及び特定診療費の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料

金が加算されます。   
 

Ｂ：加算項目 

療養環境減算（室面積）  

 

 

 

 

1 日につき 

 

 

 

 

 

 

▲25円 室面積が８㎡／床に満たない場合。 

夜間勤務等看護Ⅰ 230 円 
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た

す場合加算します 

夜間勤務等看護Ⅱ 140 円 
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た

す場合加算します 

当該加算の体制・人員要件を満たす場合加算し

ます。 

夜間勤務等看護Ⅲ 140 円 

夜間勤務等看護Ⅳ 70 円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 220 円 



 13 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加算Ⅱ  
1 日につき 

 

180 円 当該加算の体制・人員要件を満たす場合加算し

ます。 

療養食を提供した場合（1日につき 3 回が限度） 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加算Ⅲ 60 円 

療養食加算 
1 回につき 

80 円 

送迎加算 1,840円 送り、迎え各々につき加算します。 

緊急短期入所受入加算 1 日につき 900 円 

ご利用者の状態やご家族様等の事情により、指

定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊

急に指定短期入所療養介護を受けることが必

要と認めた利用者に対して９０単位を加算し

ます。 

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 

1 月につき 

1,000円 介護ロボットや ICT 等のテクノロジー導入後、利用 

者の安全並びにサービスの質の確保及び職員の負 

担軽減を検討するための対策を講じる場合。 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 100 円 

 

Ｃ：特別診療費 

感染対策指導管理 1日に

つき 

60円 施設として常時感染防止対策を行っている場合 

褥瘡対策指導管理 60円 ご利用者様に対して常時褥瘡対策を行っている場合 

医学情報提供（Ⅰ）  2,200 円 退所時、病院に対して診療情報を提供した場合 

医学情報提供（Ⅱ） 2,900 円 退所時、診療所に対して診療情報を提供した場合 

理学療法（Ⅰ） 

1回に

つき 

1,230 円 
リハビリテーション総合実施計画書に基づき理学

療法を行った場合 

860 円 
入所またはその利用を開始した日から起算して４月

を超えた期間において、１月に１１回以上行った場

合、１１回目以降が７０／１００の利用料となります 

作業療法 

1,230 円 
リハビリテーション総合実施計画書に基づき作業

療法を行った場合 

860 円 
入所またはその利用を開始した日から起算して４月

を超えた期間において、１月に１１回以上行った場

合、１１回目以降が７０／１００の利用料となります 

言語聴覚療法 

2,030 円 
リハビリテーション総合実施計画書に基づき言語

聴覚療法を行った場合 

1,420 円 
入所またはその利用を開始した日から起算して４月

を超えた期間において、１月に１１回以上行った場

合、１１回目以降が７０／１００の利用料となります 

リハビリテーション

体制強化加算 
350 円 

専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を各

２名以上配置している場合に各療法の利用料に加算 

摂食機能療法 2,080 円 
医師の指示に基づき摂食機能療法を行った場合  

1月４回まで 

重度療養管理 
1日に

つき 
1,230円 

短期入所療養介護サービスの利用者のみ 

重度療養管理に係る状態にある利用者に対して、計

画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要

な処置を行った場合に加算します。 

集団コミュニケーシ

ョン療法 

１回に

つき 
500 円 

集団コミュニケーション療法を行った場合 
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Ｄ：処遇改善加算 

介護職員等処遇改善加算Ⅰイ 

1 月の介

護 保 険

利 用 料

に 対 し

て 

6.2％ 

介護職員の安定的確保及び資質向上の取り組み、 

雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みに 

対して、各算定要件を満たした場合に加算 

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ 6.6％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅱイ 5.8％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅱロ 6.2％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅲ 4.7％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 4.0％ 

 

※負担額は上記金額より介護保険負担割合証に記載の 1割～3割の額となります。 

 

※高額介護サービス費の制度について 

介護保険では所得区分に応じた月額上限が設けられていますので、利用者が 1 カ月

に支払った負担額が、上限を超えたときは超えた分が市町村から払い戻されます。 

 

利用者段階区分・対象者 上限額 
現役並み所得者の方 

第 4段階 

（世帯）44,400円 

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている

方 

（世帯）44,400円 

※同じ世帯の全ての 65 歳以上の

方の利用者負担割合が 1 割の世

帯に年間上限額(446,400)を設定 

市区町村民税

非課税世帯の

方 

第２段階以外の方 第 3段階 （世帯）24,600円 

前年の公的年金収入額と合計所

得金額の合計が８０万円以下の

方等 

第 2段階 
（世帯）24,600円 

(個人)15,000円 

生活保護受給者の方 第 1段階 （個人）15,000円 

 

②介護保険給付対象外サービスの利用料 

Ａ：居住費・食費                      

居住費は 1 日あたり、食費はご利用になった実績（1 食単位）で計算してお支払いい

ただきます。第 1 段階～第３段階の方は負担段階ごとの食費・居住費の額に自己負担

額が軽減されます。軽減を受けるためには介護保険負担限度額認定証の提示が必要で

す。介護保険負担限度額認定証については、お住まいの市町村役場にて手続きが必要

です。 

 

食費（１食あたりで計算） 

対象者 負担段階 
食 費（1食あたり） 自己負担額 

朝食 昼食 夕食 上限額/日 

現役並み所得・一般世帯の方 第 4段階 422円 784円 784円 － 

市区町村税

非課税世帯

かつ預貯金

額が一定額

年金収入等 120万円超 第 3段階② 
285円 580円 580円 

1,300円 

年金収入等 80 万円超

120万円以下 
第 3段階① 1,000円 
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以下の方 公的年金収入額と合

計所得金額の合計が

８０万円以下の方 
第 2段階 600円 

老齢福祉年金受給者 
第 1段階 300円 

生活保護受給者の方 

 

居住費（１日あたりで計算） 

対象者 負担段階 
居住費 

多床室 従来型個室 

現役並み所得者・一般世帯の方 第 4段階 710 円 2,310 円 

市区町村税

非課税世帯

かつ預貯金

額が一定額

以下の方 

年金収入等 120万円超 第 3段階② 430 円 1,370 円 

年金収入等 80 万円超

120万円以下 
第 3段階① 430 円 1,370円 

公的年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円以下

の方 
第 2段階 430 円 550 円 

老齢福祉年金受給者 
第 1段階 0円 550 円 

生活保護の受給者 

 

 

 

 

※利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合 

介護保険料の滞納等により、法定代理受領を行わない場合（保険給付金が直接事業

者に支払われない場合）にあっては、下記にかかる基本利用料（10 割）を一旦お支

払いいただきます。 

この場合「サービス提供証明書」を交付いたしますので、「領収証」を添えてお住ま

いの市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請を行って下さ

い 

 

②介護保険給付対象外サービスの利用料 

Ｂ：法定外利用料（実費） 

費  目  
金  額 

（非課税） 
備  考 

日用生活品費 １日あたり 500円 

利用者様の身の回り品として日常生活で必要な

物品を当施設で提供いたします。 

 

□利用します   □利用しません 

教養娯楽費 １回あたり 200円 レクリエーション時の材料費、遊具等の費用 

    

費  目  
金  額 

（本体価格） 
備  考 

個室料 １日 3,000円  
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２人室 室料 １日 2,000円  

おやつ代 １食 150円 希望者のみ 

行事食 1食 1200円 希望者のみ 

病衣貸出料 1日 200円 施設の病衣をご利用の場合 

テレビ使用料 １日 150円  

冷蔵庫使用料 １日 150円  

電気使用料 １日 50円 その他の電気製品１品目について 

洗濯代（業者委託） 1月 5,000円 １月４ネット以上ご利用された場合 

洗濯代（業者委託） 1 ﾈｯﾄ 600円 １月３ネットまで 

理美容代（業者委託） １回 3,000円 顔剃りを含みます 

健康管理料  8,000円 肺炎球菌ワクチン接種料 

健康管理料 当院規定の額 インフルエンザワクチン接種料 

送迎費 

 

＊通常の事業の実施地域

を超えて送迎を実施する

場合 

片道 

1ｋｍにつき 400円 

通常の事業の実施地域を越えた地点よ

り、介護保険利用者負担額に加えて別途

料金（片道１ｋｍにつき 400 円）をご負

担いただきます。 

※上記料金に消費税が加算されます。 

※上記以外で利用者に日常生活で必要な物品（おむつ、尿とりパッドを除く）等、負担いた

だくことが適当と認められるものについては、事前に説明し同意を得た後にお支払いいただ

きます。 

あなたの介護予防短期入所療養介護サービス・短期入所療養介護サービスのご負担（概算）

は下記のとおりです。 

 

 

要介護度区分           居室（ 多床室 ・ 従来型個室 ） 

居住費及び食費の負担段階       

利用日数         日 

■介護保険給付対象サービスの利用料 

1日あたりの利用者負担額 基本部分      ×   日＝Ａ：        円 

加算                     ×   日＝Ｂ：       円 

■居住費                       ×  日＝ Ｃ：      円 

■食費                    ×  日＝ Ｄ：      円 

■日用生活品費      ５００円 ×  日＝Ｅ：       円  

 

◎利用料合計（概算）（Ａ～Ｅ合計）             円 

 

 

 

8.キャンセル料 

利用者様のご都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料を頂きます。

ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 
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利用日の２日前までに連絡があった場合  無 料  

利用日の前日に連絡があった場合  利用料自己負担部分の１０％  

利用日の前日までに連絡がなかった場合  利用料自己負担部分の１５％  
 

 

９．料金の支払時期及び支払方法 
請求・支払時期 

前月より継続して入所されている利用者様は、１月ごとの清算とし、毎月末で締め、

翌月１０日頃に１階受付窓口に請求書を用意しております。請求月の２０日までに

現金または銀行振込にてお支払い下さい。なお振込手数料は、利用者様負担でお願

い致します。 

退所時は、会計準備が出来ましたら療養棟へご連絡いたしますので、居室でお待ち

下さい。 

請求書送付希望の方は、送付手数料として１１０円（税込）いただきます。 

また、料金のお支払いを受けたときは領収書を発行いたします。領収書は再発行で

きませんので大切に保管して下さい。 

 

 

※利用料の受領は、1階受付窓口以外の場所では行いません。また、当院では

預金通帳等をお預かりし、金銭管理する事はできませんのでご了承下さい。 

１階 受付・会計窓口 お取り扱い時間 

月曜日から土曜日 ９時から１７時 

※休診日（夏季休診日及び年末年始休診日、祝日）を除きます。 

 

お振込は、下記の口座へお願いします。 

※利用者様のお名前でお振込下さい。 

南都銀行 上市支店  

普通預金口座 ００１９７８７ 

口座名義  医療法人 八甲会 理事長 潮田悦男 

フリガナ  イ）ハッコウカイ リジチョウ ウシオダエツオ 

 

 

10.苦情の申立・その他ご相談について 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、ご遠慮なく

お申し付け下さい。 

事業者窓口 

苦情等相談窓口   

担当者：ケアマネージャー奥田 剛 

電 話：０７４６－３２－３２０２ 

ｆａｘ：０７４６－３２－１２１０ 

受付日：月曜～金曜日  受付時間：９時～１７時 

吉野町の窓口 
吉野町長寿福祉課 

電話：０７４６－３２－８８５６ 

奈良県国民健康保険団体連合会 

介護保険課指導相談係 

電   話：０７４４－２９－８３２６ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－２１－６８９９ 
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11．虐待防止に関する事項 

 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じると

ともに、当該措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 ①虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の定期的な開催と、その結果の

職員への周知徹底。 

 ②虐待防止のための指針の整備。 

 ③職員に対する虐待を防止するための定期的な研修の実施。 
 

 

12.事故・トラブル発生等について 

電話番号 0746-32-3202 宛にご連絡をお願いいたします。必要に応じ介護支援専門員、

他のサービス事業者、市町村窓口へ連絡等必要な措置を講じます。 

また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因

を解明し再発を防ぐための対策を講じます。 
 

 

13.損害賠償 

サービス提供にあたって、利用者様に対して当施設の責めに帰すべき事由により賠

償すべき事故が発生した場合は、当施設が加入している損害賠償保険にて速やかに対

応いたします。ただし、当施設に故意・過失のないものはこの限りではありません。 
 

 

 

 

 

14.非常災害時の対策 

災害時の対応 別途定める「医療法人 八甲会 潮田病院 消防計画」にのっと

り対応を行います。 

平常時の訓練 別途定める「医療法人 八甲会 潮田病院 消防計画」にのっと

り年２回訓練を行います。 

防災設備 （非常用災害設備等） 

消火器、自動火災報知設備、放送設備、誘導灯、火災通報設備 

避難器具、屋内散水栓設備、スプリンクラー設備、 

非常電源（自家発） 

防火戸、防火シャッター、防火スクリーン、屋外階段 

カーテン布団等は、防炎性のあるものを使用しております。 

消防計画等 奈良県広域消防組合 吉野消防署へ届出 

防火管理者：小柳 真太郎 
 

 

15.ご利用の際にご留意いただく事項 

施設においては、他の利用者の方の迷惑にならないように次の項目についてご留意い

ただきますようお願いいたします。これらの項目にご留意頂けなかった場合は、退所

などの措置をとらせていただくことがあります。 

 

（１） 面会は平日午後１時～午後７時 土曜・日曜・祝日は午前１１時～午後６時

までとします。面会者はサービスステーションに立ち寄り受付をして下さい。 

（２） 外出は事前に許可願を記入し、施設の許可を得て下さい。 

（３） 設備、備品の利用は、施設に申し込んで下さい。 

（４） 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従って利用して下さい。 
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これに反した利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があり

ます。 

（５） 喫煙・飲酒は原則禁止となっております。 

（６） 他の利用者の迷惑になるような行為はしないで下さい。また、無断で他の居

室に入らないで下さい。 

（７） 当施設では、多くの方に安心して療養生活を過ごしていただくために、「宗教

活動及び政治活動」は禁止します。 

（８） 所持品・現金等の管理は行なっておりません。利用者ご自身で管理をお願い

します。 

（９） 施設内へのペットの持ち込み及び飼育は禁止します。 

（10） 原則食べ物の持込は禁止しています。食べ物を持ち込む場合は事前にサービ

ステーションに相談して下さい。また持ち込んだ食べ物を他の利用者に提供

しないで下さい。 

 

16.緊急時の対応方法 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合、必要な処置を

講ずるほか、利用者があらかじめ指定する連絡先、主治医等へ速やかに連絡します。 

変更の場合は、ご連絡をお願いいたします。 
 

 

17.第三者による評価の実施状況 

なし 
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指定介護予防短期入所療養介護サービス、短期入所療養介護サービスの提供開始に際

し、本書面に基づき重要事項を利用者に説明を行いました。 

 
事業者 

所在地  奈良県吉野郡吉野町上市２１３５ 

名 称  医療法人八甲会潮田病院介護医療院 

 

説明者氏名               印 

 

 

私は、本書面により、「重要事項」の説明を受け、サービスの提供に同意します。 
 

     年     月     日 

 

契約者  

 

住 所                      

 

 

氏 名                     印 

 

 

 

上記代理人 

 

住 所                      

 

 

氏 名                     印 

 

契約者との関係（○印） 

親族（：続柄              ） 

その他（                ） 

 

 

□ 入所費のお支払いをされる方（金銭管理をされる方） 

 

氏 名                     印 

 

住 所                       

 

 

 

 

附則 

この説明書は、令和８年６月１日から施行する。 
 

契約者との関係（○印） 

親族（：続柄              ） 

その他（                ） 
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個人情報の取り扱いについて 
 

医療法人八甲会 潮田病院介護医療院（以下「当施設」はサービス提供する上で知り

得た利用者様及びそのご家族様に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。  

当施設は「医療法人八甲会 潮田病院介護医療院 個人情報の利用目的」に定めた範

囲においてのみ、個人情報を利用いたします。情報を第三者に提供する場合を別紙に

てご呈示し、事前に利用者様の承認をいただきます。あらかじめお示しした用途以外

には決して使用しません。また収集した個人情報の保存方法、保存期間及び廃棄処分

については、適用される法律のもとに管理・処分いたします。 

 
 

医療法人八甲会 潮田病院介護医療院 

 個人情報の利用目的 
 

Ⅰ 利用者様への介護の提供に必要な利用目的 

１ 施設内部での利用に係る事項 
・当施設が利用者等に提供する介護サービス・医療サービス 

・介護保険事務・医療保険事務 

・介護サービスの利用者に係る施設の管理運営業務のうち次のもの 

＊入退所等の管理 

＊会計・経理 

＊事故等の報告 

＊当該利用者の介護・医療サービスの向上 

Ⅱ 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 
・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち 

＊利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等

との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

＊その他の業務委託 

＊利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言等を求める場合 

＊家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務・医療保険事務のうち、 

＊審査支払機関への請求明細書の提出 

＊審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

・行政機関等、法令に基づく照会・確認 

Ⅲ 上記以外の利用目的 

１ 施設内部での利用に係る利用目的 
・介護関係事業者の管理運営業務のうち 

＊介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

＊介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 

＊施設において行われる事例研究等 

２ 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 
・ 施設管理運営業務のうち外部監査機関、評価期間等への情報提供 
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個人情報使用同意書 
 

 

 

 

私及びその家族の個人情報について、「医療法人八甲会 潮田病院介護医療院 

個人情報の利用目的」に記載するところにより使用することに同意します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

   年   月   日 
 

 

 

契約者  

 

住 所                      

 

 

氏 名                     印 

 

 

 

上記代理人 

 

住 所                      

 

 

氏 名                     印 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


